
工事請負契約における現場代理人の兼務に関する取扱要領

令和５年10月１日

病院局経営管理課

（目的）

第１条 この要領は、病院局が発注する建設工事請負契約の履行に当たり、病院局工

事請負契約約款（以下「約款」という。）第10条第３項に規定する現場代理人が工

事現場における常駐を要しない期間において、受注者の現場代理人が他の工事の現

場代理人を兼務する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

（兼務が可能な条件）

第２条 発注者は、次の２つに掲げる場合において、それぞれの条件を全て満たす場

合においてのみ、現場代理人が他の工事の現場代理人と兼務することを認めること

ができるものとする。ただし、工事の難度や付近の交通の状況等、兼務させること

が適当でないと判断する場合は、この限りでない。

(1) 兼務する工事の一方が稼働していない場合

次に掲げる条件を全て満たさなければならない。

ア 兼務が可能な期間については、次のいずれかに該当する場合とする。

(ア) 工事の全部の施工を一時中止している期間中に、兼務しようとする工事が

完成する見込みである場合

(イ) 兼務しようとする工事と作業期間が重複せず、かつ、工事現場の保全等の

観点から発注者が支障がないと判断する場合

イ 兼務が可能な工事については、原則として病院局発注工事とする。ただし、

国、県、市町村等が発注する工事について、当該国、県、市町村等が兼務を認

めており、かつ、病院局が適当と認める場合は、当該国、県、市町村等の工事

と兼務することができるものとする。

ウ 発注者又は監督員と現場代理人とが携帯電話等により常時連絡が取れること

とし、発注者又は監督員が指示した場合は、速やかに現場代理人が当該工事現

場へ向かうこと。

エ 作業等が実施されておらず、現場代理人が常駐していない場合であっても、

工事現場で事故等が発生することのないよう必要な措置を講ずること。

オ 概ね１時間以内に当該工事現場に戻ることのできる範囲内に工事現場がある

こと。

(2) 兼務する工事の両方が稼働している場合

次に掲げる条件を全て満たさなければならない。

ア それぞれの工事の当初請負金額が、４，０００万円未満であること。

イ 兼務が可能な工事については、原則として病院局発注工事とする。ただし、

国、県、市町村等が発注する工事について、当該国、県、市町村等が兼務を認

めており、かつ、病院局が適当と認める場合は、当該国、県、市町村等の工事

と兼務することができるものとする。

ウ 兼務できる工事は２件であること（３箇所以上の現場代理人にはなれない。）。

エ 発注者又は監督員と現場代理人とが携帯電話等により常時連絡が取れること

とし、発注者又は監督員が指示した場合は、速やかに現場代理人が当該工事現



場へ向かうこと。

オ 兼務できる工事は、工事現場の相互の間隔が概ね１時間以内に移動できる範

囲であること。

カ 兼務する現場代理人は、必ず兼務しているいずれかの工事現場に常駐するも

のとし、他の工事現場についても１日１回以上巡回し、現場管理等に当たるこ

と。

キ 現場代理人は、受注者と直接的な雇用関係にあること。

（兼務申請等の手続）

第３条 兼務申請等の手続は次の各号に定めるところによる。

(1) 受注者は、現場代理人が他の工事の現場代理人と兼務しようとするときは、

発注者に対し、現場代理人兼務申請書（別記様式第１号）を提出して承認を受け

るものとする。

(2) 発注者は、申請書の内容について審査し、その結果を現場代理人兼務承認（不

承認）通知書（様式第２号）により、受注者へ通知するものとする。

(3) 発注者は、受注者に対し、前号の審査に必要な書類の提出を求めることがで

きる。

(4) 受注者は、兼務しようとする他の工事について発注者の承認が得られないな

ど、兼務しないこととなった場合は、現場代理人兼務取下書（様式第３号）を発

注者に提出するものとする。

(5) 受注者は、前条第２号に基づき現場代理人を兼務させる場合は、同号キを証

明するものとして直接的な雇用関係を証する書類の写しを提出するものとする。

ただし、現場代理人が会社の役員である場合は、役員である身分を証する書類の

写しを提出するものとする。

（兼務承認の取消し）

第４条 兼務承認の取消しに係る手続及び取扱いについては、次の各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 発注者は、次に該当する場合は、現場代理人兼務取消通知書（様式第２号）

により、兼務の承認を取り消すものとする。

ア 事故等が発生し、又は発生するおそれがあるなど工事現場の適正な運営・取

締りに支障があると判断した場合

イ アの場合のほか、受注者が第２条に掲げる条件を満たしていないことが判明

した場合

(2) 受注者は、(1)の規定により取消しを受けた場合において、現場代理人が引き

続き発注者の業務を実施することができないときは、新たに現場代理人を配置す

るものとする。

(3) 受注者は、(2)の規定により新たに現場代理人を配置するときは、(1)のアに

よる取消しの場合は通知を受けた日から７日以内に、(1)のイによる取消しの場

合は通知を受けた日から14日以内に、それぞれ新たな現場代理人を配置しなけれ

ばならない。

(4) 受注者は、新たに現場代理人を配置するまでの期間は、当該工事現場におけ

る全ての作業等を中止するものとし、中止により工期内に工事を完成することが



できないこととなった場合は、約款第45条第１項の適用を受けるものとする。

(5) 発注者は、受注者が(3)に規定する期限を過ぎてもなお新たな現場代理人を配

置しないときは、約款第46条第１項第５号の規定により契約を解除することがで

きる。

附 則

この要領は、令和５年10月１日から施行する。


